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７～８分程でご回答いただける内容となっておりますので、御回答をよろしくお願いします。 

特に指定のない質問については回答時の状況で御記入下さい。 

本調査は、性及び年代ごとに、回答いただく人数を決めた上で、無作為抽出し依頼をしてお

ります。必ず、宛名ご本人による回答をお願いいたします。 

 

 



 

 

Ⅰ 属性  【全員の方にお聞きします】 

● あなたの性を選択してください。（○は１つ） 

１．男性   ２．女性 

 

● あなたの婚姻状況を選択してください。（○は１つ） 

１．独身   ２．既婚 

 

● あなたの職業は、次のうちどれに当たりますか。（○は１つ） 

１．会社員 

２．自営業・家族従業者（農業・漁業を含む） 

３．医師・弁護士等の資格職 

４．公務員・団体職員（教職員を含む） 

５．派遣・契約社員、パートタイム従業者、アルバイト 

６．主婦・主夫 

７．学生 

８．無職（求職者、退職者を含む。主婦・主夫、学生を除く） 

９．その他 

 

 

● あなたの世帯全体の年間収入（税込み額）は、およそどのくらいですか。（○は１つ） 

１．300万円未満 

２．300万円以上～500万円未満 

３．500万円以上～600万円未満 

４．600万円以上～800万円未満 

５．800万円以上～1,000万円未満 

６．1,000万円以上 

 

  







 

 

問８  【問５で「１」の方にお聞きします】  

     あなたが、平成 30年に寄附をした団体等はどこですか。（○はいくつでも可） 

１．町内会・自治会 

２．NPO 法人 

３．公益社団法人、公益財団法人（例. 青い羽根、緑の羽根 等） 

４．社会福祉法人（共同募金会を除く） 

５．政治団体、宗教法人 

６．学校法人 

７．共同募金会（赤い羽根） 

８．日本赤十字社 

９．その他の非営利法人（例. 一般社団法人、一般財団法人、医療法人 等） 

10．ふるさと納税等を通じて、都道府県・市町村 

11．どこに寄附したかわからない 

12．その他 

 

問９ 【問５で「１」の方にお聞きします】  

あなたが、平成 30年に寄附をしたのはどのような分野の団体等ですか。 

（○はいくつでも可） 

１．保健・医療・福祉 

２．教育・研究 

３．まちづくり・まちおこし  

４．芸術・文化・スポーツ 

５．自然・環境保全 

６．災害救助支援 

７．地域安全 

８．人権・平和 

９．国際協力・交流 

10．子ども・青少年育成 

11．その他 

 

問 10 【問５で「１」の方にお聞きします】  

      平成 30年にあなたが、寄附をした理由は何ですか。（○はいくつでも可） 

１．社会の役に立ちたいと思ったから 

２．町内会・自治会の活動の一環として 

 ３．職場の取組の一環として 

４．知人や同僚等からの勧め 

５．自分や家族が関係している活動への支援 

６．社会的に評価されるため 

７．自分が抱えている社会問題の解決に必要だから 

８．所得税が軽減される制度があるから 

９．その他 

 

  











 

 

問 23－１ 【問 23 で「２」「３」の方にお聞きします】 

NPO 法人、公益社団法人・公益財団法人に不動産や有価証券を寄附した理由は何ですか。

（○はいくつでも可） 

１．活用していない不動産や使い道のない有価証券を持っていたから 

２．保有している不動産や有価証券を分与する先がなかったから 

３．寄附により所得税が減税される優遇措置があったから 

４．土地・建物等の不動産や株式・債券等の有価証券による寄附をした場合の譲渡所得課

税に関する優遇措置（みなし譲渡所得課税の非課税）があったから 

５．相続財産の寄附をした場合の相続税に関する優遇措置があったから 

６．寄附をした法人に自分や知り合いが関わっていたから    

７．寄附をした法人の活動に賛同・共感したから 

８．社会の役に立ちたいと思ったから  

９．その他（                                 ） 

 

問 24 【全員の方にお聞きします】 

公益法人等に不動産や有価証券を寄附した場合、当該資産の取得時から寄附時までの値上

がり益に対して課税されますが（みなし譲渡所得課税）、通常それらの法人が 2 年間公益目

的事業に使用するなどの要件で非課税となります。さらに、一部の公益的な事業を行う法人

（※１）においては、１～3か月程度の短期間で非課税の承認を受けることができる特例措置

があります。 

現在、NPO 法人にはその特例は導入されていませんが、導入された場合、NPO 法人へ不

動産や有価証券の寄附をしたいと思いますか。（○は１つ） 

（※１：国立大学法人、公益社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人等） 

１．寄附をしたい 

２．寄附をしたくない 

３．わからない 

 

 

調査はこれで終了です。長時間、ありがとうございました。 


